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規 則 

 

滋賀県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

滋賀県規則第40号 

滋賀県税規則の一部を改正する規則 

滋賀県税規則（昭和25年滋賀県規則第55号）の一部を次のように改正する。 

第14条中「附則第11条の４第２項」を「附則第11条の４第３項」に改める。 

別表２(30)の項および(31)の項を次のように改める。 

(30)および(31) 削除   

別表２(31)の２の項中「付則第９条第６項」を「付則第９条第３項」に、「同条第７項」を「同条第４項」に、「付

則第９条第９項」を「付則第９条第６項」に、「同条第10項」を「同条第７項」に改め、同表２(31)の３の項中「付則

第９条第７項」を「付則第９条第４項」に、「付則第９条第10項」を「付則第９条第７項」に改める。 

別記様式第11号の４および別記様式第11号の５を次のように改める。 

様式第11号の４および様式第11号の５ 削除 

別記様式第11号の６中「第９条第６項（第７項）」を「第９条第３項（第４項）」に、「第９条第９項（第10項）」

を「第９条第６項（第７項）」に改める。 

別記様式第11号の６の２中「第９条第７項」を「第９条第４項」に、「第９条第10項」を「第９条第７項」に改め

る。 

付 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則（以下「旧規則」という。）別記様式第11号の４および別記

様式第11号の５による用紙は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。 

３ この規則の施行の際現にある旧規則別記様式第11号の６および別記様式第11号の６の２による用紙は、当分の間、

所要の調整を加えて使用することができる。 
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